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日本から出国される外国人のみなさまヘ

日本での滞在期間中に国民年金、厚生年金保険及び共済組合等に加入していた期間については、被保険者資

格を喪失して日本を出国した場合、以下の①～④すべての条件に該当するときに脱退一時金を請求することがで

きます。ただし、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する必要があります。

① 日本国籍を有していない

② 国民年金の保険料納付済期間等※の月数又は厚生年金保険(共済組合等に加入していた期間を含む)が

6月 以上ある

※国民年金の保険料納付済期間等

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料 4分の 1免除期間の月数の 4分

の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、及び保険料 4分の 3免

除期間の月数の 4分の 1に相当する月数を合算した月数のことをいいます。

③ 日本に住所を有していない

※市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する方は請求することができます

が、転出届の提出がない場合、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱

退一時金は請求できませんのでご注意ください。

④ 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない

【提出書類】
「脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)」

【添付書類】

① パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)

② 日本国内に住所を有しなくなつたことが確認できる書類(住民票の除票の写し等(※ ))

③ 「銀行名」「支店名」「支店の所在地」「口座番号」及び「董求童杢込fI塑璽婆引であることが確認できる

書類(銀行が発行した証明書等。または、「銀行の証明」欄に銀行の証明を受けてください。)

④ 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

※ 出国前にお住まいの市区町村で転出届を提出した場合には、住民票の消除情報から、日本国内に住所を有しなもヽ

ことを確認できますので、添付書類②は不要です。

【提出時の注意事項】
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へ提出してください。(脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に、日本に住所を

有していないことが必要です。)

郵送の場合には、転出 (予定)日 以降に請求書が日本年金機構に到達するよう送付してください。
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ご確認いただき、将来、年金を受け取る可能性を考慮したうえで、脱退一時金の請求についてご検討ください。
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《脱退一時金を請求する際の注意事項》                鍛鋼1電響

以下の注意事項をご確認いただき、墨盛二塁塗重螢 」□塵距彊塵菫慶菫1屋LiL■三⊆三調菱堅壺望LIL

① 老齢年金の受給資格期間 (2017年 8月 より、25年から10年に短縮されています。)

年金の受け取りに必要な「資格期間」が 10年 (120月 )以上ある場合、将来、日本の老齢年金を受け取る

ことができます。

・国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

・厚生年金保険や共済組合等の加入期間

・日本の年金制度に加入 していなくても資格期間に加えることができる期間 (合算対象期間 )

※合算対象期間とは、過去に日本の年金制度に加入していなかった場合などでも、資格期間に含むことができる期間です。(ただし、年金額の

算定には反映されません。)

例えば、日本で永住許可を得た外国籍の方については、海外在住期間のうち、1961年4月 から永住許可を取得するまでの期間 (20歳 以上

60歳未満の期間に限る。)が合算対象期間となります。その他、詳細については、年金事務所へお問い合わせください。
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「資格期間」とは?

② 加入期間の通算
日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金制度に加入していた期間がある方は、一定の要件のも

と、加入期間を通算して日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただ L生 1見退=
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【日本と年金通算の社会保障協定を締結している相手国 (2020年 12月 現在 )】

ドイッ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オース トラリア、オランダ、チエコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、

スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フイリピン、スロバキア

ることができ くなります。
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脱退一時金の支給額は、日本の年金制度に加入していた月数に応じて、6Ω
=星 を上限として計算されます。

ただし、脱退一時金の支給対象とする国民年金保険料納付済期間等又は厚生年金保険及び共済組合等の合計

加入期間が量型盤_3星以前のみの豊間となる場合は、塁:」巳を上限として計算されます。

※日本の年金制度に61月 以上加入されていた方が脱退一時金を請求した場合、支給金額は60三を上限として計算されますが、脱量
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※複数回の在留を繰り返し、日本の年金制度に加入する期間が通算で11月 以上になる予定の方で、加入期間に応じた脱退一時金の

受給を希望される場合には、各在留期間終了後の帰国の都度、請求が必要になる場合があります。(例 えば、3年間 (36月 )で第 1

号・2号技能実習を終了し帰国した後、特定技能 1号 (在留期間の上限 5年 )と して日本に入国する方は、第 2号技能実習終了後

及び特定技能 1号による在留期間終了後に請求することで、各加入期間に応じた支給を受けることができます。)

▼

【脱退一時金にかかる所得税】
○非居住者の方が支給を受ける厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、2042%の 税金が源泉徴収されます。ただし、

「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合

があります。(国民年金の脱退一時金は、源泉徴収されません。)

○申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署です。申告及び還付金の受け取りのため

には、帰国前に、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署へ「所得税・消費税の納税管理人の届出書」

を提出する必要があります。 の

「所得税・消費税の納税管理人の届出 」を しないで帰国した場合には、申告時に申告書と併せて提出してください。

○申告書や届出書の様式は、国税庁ホームページ(https://wwwnta.gojp)に 掲載しています。申告などの手続き| ついてご不明

な点は、税務署にお尋ねください。

0脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付しますので、原本を所得税・消費税の納税管理人に送付し

てください。

【請求者が脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合】

請求者の死亡当時、生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族が代わりに給付
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国民年金被保険者の脱退一時金の支給                 m餞 電署j

・ 日本国籍を有しない方が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(日 本国内に住所を有しな

くなった日)から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

・ 堡」塗豊1壺」望立菫期質壼超塑彊塾Ωo二が合計して 6月 以上あって、年金を受ける権利を有したことがない方

が対象になります。

※保険料納付済期間等の月数とは

請求日の前日において、請求日の属する月の前月までの第 1号被保険者としての被保険者期間にかかる

・保険料納付済期間の月数

・保険料 4分の 1免除期間の月数の 4分の 3に相当する月数

・保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数

日保険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数

を合算した月数のことです。

《脱退一時金の支給額の計算》

最後に保険料を納付した月(基準月)が属する年度と保険料納付済期間等の月数に応じて、支給額を計算

します。

◎2021年 4 以降 | 基準月を有する の支給額

以下の式により計算します。

※脱退一時金の支給額計算方法に関する法令の改正が行われ、2021年 4月 より支 L
」中限月数が 36月

(3年)から60月 (5年 )に引き上げられました。

この見直しは、最後に保険料を納付した月(基準月)が 2021笙二月以降の方が対2となります。

最後に保険料を納付した月(基準月)が 2o21年 3月 以前2左については、二れまで通り36月 (3年 )を

上限として、支給額が計算されます。

○基準月が 2021年 3月 以前であれば、36月 (3年 )を上限として支給額を決定

資格取得 1201● 4.1 資格喪失 i202141

喪矢日から2年以内

,

講求
被保険者A

2021,4

○基準月が 2021年 4月 以降であれば、60月 (5年 )を上限として支給額を決定

資格晏失 :2悦 1.5.1

■■・

36月 を上織
として支給

総月を上限
としてま給

《計算式》

脱退一時金支給額 =最 後に保険料を納付した月 (基準月)が属する年度の国民年金保険料額

X 1/2 X 支給額計算に用いる数

国民年金保険料納付済期間 (60月 )

最後に保険料を納付した月

(基準月)が2021年 3月 分

最後|こ保険料を納付した月

(基準月)が2021年 4月 分

被保険者B

資格取得 12016.5.1

5

爽矢日から2年以内

請求



国民年金被保険者の脱退一時金の支給
お mtttξ

【2021年 4月 から2022年 3月 までの間に基準月を有する場合の支給額】

保険料納付済期間等 支給額計算に用いる数 支給額

6月 以上 12月 未満 6 49,830円

12 99,660円

18月 以上 24月 未満 18 149,490円

24月 以上 30月 未満 24 199,320円

30月 以上 36月 未満 30 249,150円

36月 以上 42月 未満 36 298,980円

42 FU-t 48 Htffi 42 348,810円

48月 以上 54月 未満 48 398,640F[]

54月 以上 60月 未満 54 448,470円

60月 以上 60 498,300 Fil

Ω型 1_笙重」曼型壼星墨選誠望コ証五金盪菫己漫國壼饉

基準月の属する年度の国民年金保険料額及び保険料納付済期間等の月数に応じて、支給額は下記の表

のとおりとなります。

※2016年 3月 以前に基準月を有する場合の支給額については、日本年金機構ホームページでご確認ください。

支給額

2016年 4月 から

2017年 3月 まで

の間 に保険料納

付済期間を有する

場合の支給額

2017年 4月 から

2018年 3月 まで

の間 に保険料納

付済期間を有する

場合の支給額

2019年 4月 から

2020年 3月まで

の間に保険料納

付済期間を有する

場合の支給額

2018年 4月 から

2019年 3月 まで

の間 に保険料納

付済期間を有する

場合の支給額

2020年 4月 から

2021 年 3月まで

の間 に保険料納

付済期間を有する

場合の支給額

対象月数

48,780円49,470円49,020円49,230円49,620円6月 以上 12月 未満

97,560円98,940 FЧ98,460円 98,040円99,240円12月 以上 18月 未満

1461340F]148,410円147,060円147,690円148,860円18月 以上 24月 未満

195,120円197,880円196,920円 196,080円198,480円24月 以上 30月 未満

243,900円247,350円245,100円246,150円30月 以上 36月 未満 248,100円

296,820F電 292,680 FЧ294,120円295,380円297,720 Pl36月 以上

12月 以上 18月 未満



鍮 j瞑 鮨

「

.湾 tふn“ stm師 餞 簡 t箇 雪
師

吾
.せ 薔

"91"m田
IAttjtttふ嶼 鮨 s ef螢 憑1麟 喬      高 lF由電

署
f

・讐貧学 8“暉
't“ 雷■S intttttmft響■1:Fl轟 t`ごl口 st"腋 gヽ 曽tStttSi苺 綸j師:tm“b督｀首髯餞 薔itntti鶴 師εヽ 螢

“

油

饉冒由彎賞9言

“

m麟 ムせ由 tri口 8 ξJ薇 邊Й ‐喬 (1督僣 饉 電腋 お6S銀 鰤

“

孝 8響 :繊 tぶ 彗 31:「 tS鉗
'18)Ч

. {rfiisorrfi E ursidm E:ri*rtrrcs:rn 1ヽ ふ∫16 ・
:‐
l gl●n bヽ日t望撻 t輌 tSl摯暫 Fl認

“

ヽ管 S'輛 8“憲
'電

饉
t'コ

質

t椰1曽 SttJ囀邊Ч

・,f町 :t"饉甲●18mf“議鴫mmませjお 督:

tttЧ sttgtギ質響舗筆撻j瑯:tm"Й彗
"sξ

師
"ョ

l由薔jtti鮨 20,り鶴
=諸ЧSOt218i3t呼叫

・●電=搬
搬 鮨絲 紹●職≒ m ttn薔鮨

・せ騒=｀
91゛ Cttmお耐騎

“

12替 電露ζ
=諄 顆むtll饉 i歯簡i匝｀9高コ曽こt=ittI｀ 日|ハ古j墨

・せ電驚 3`識 籠1■ J撻 0ふ■言u後洒 :==｀ 側i歯簡 膊`｀せ電認
'11満

お甲nぶ 露:理 機 誦1ハ衝

“
,総

電電」
=、

2顧帥 銀Y簡む震
"彎

ぉ肛 in籠僣.n〕 ifJ、 9ぶ磁賞

“

:冦 働電日 日ヽ苺ヽゴ鰤 :im“ i♂お R`D壌 翻3両 首

`t●

iC優 議ヽ ハせ鮨 ■

《mf"nJl m.σ ttuF詢 待
頓

由
薔n織 16ntt Stm ttm tttS響 》

tim館 1田 騎 ξ
"im"」

由 mt戸 じ 静

“

j18権 (12響油Й j)僣

“

鈴 目む職鶴 輸 mi`嶺 ■綺,tin“

SttjESItm aSCn結

“

油m81nt'f● ■

: ttssSxi ド ti 6Uh.tirfl{.jtri $;fiti tixls Er)-lt ."flrliFi-r tx.'le irr ;.rr bob9意 撻簡o■ Sヽ ふ砕むIむ ぢ書
gi機 iピ■U:麟

fi fin s'r fflrg sut!:ir 贅t自自

“

stm n,m ttt● m st畜 raEnnsgxusntlqlru
bob0 S S ,日 認

"
0■ 督 f騒じ ● ヨ t督

`Jヽ

bOb9Ч E 確節 師 じobo S綸
“

簿

J氣停●
=簡

口Л S｀ lm鰤質書撻督言Ч

]iFttSt武 2Ftt Й 』ξ ttt面■812看 鑽 ギ lb●●0“ ttF●ピ〕僣尋S舞奏●『 摯 iS"j督 由曇
1:「"3ざ=(3■ )

8言腋百言14111_3          鋪由額油番コ ll i 1011

▼
( レ

螢 lii ui:$1 erle*lBludigurxuS

,Utss s nrE"l Ell\iijlrA

uleiurn 91
口●コ9■

([IF喬 8t音電
=「

職渤 JfFt顔 ■818t雪 譴l Jlb●口9■■F■ピ :替 尋S緬喬

“
『 留自iSm∫囀錯書lif百6ぶ2(5い)

8詈籠轟言::.1 lCi=             鍮螢g治轟言:511011

▼
( レ

{jFiaan s.rgrAiijliB

cuiaiurrr q1

く|●
彗書鶴鳳nim》

僣電S ζЯt,3膏tふn“ Stn ttm■ ■●轡こ費

“
1見∫翻由

=僣霧sttmmA薔轟t饉
“

s ξf管 爆Й曇籍遍qilS12(12「島ねぅt=“ m言●油11m鑽ム薔i網 驚細tt押

“ ヽ1.2  ヽ せ警S滉結 lmttζttim■嘱歯

轟 麟督 1鷺講 i言薇冨
哺

壼 1曇

36海i●戴

jE:ヽ
=ヽ

饉 哺
=百

講 mmハ 薔鶴 triS 2壼 J螢

[e ts s ilxr u5is or'c;r e urtig r''r trdr iJjrr 6 e FJg Jyt

J) L,Lrf stiienxta€an qibolsrs

t e r s {.1rr 
giri s al'qr t uri i6 t:.r ae\ d'is (,a yrt -"a

r'; r.iu4u6ian p+leisrn qi lso tes

壼
‐雫F崎ぶ

if裁

=薗
:載1饉鎌

=
=豊`常

嬌償●S(6c｀ 2)

口 0口 0■

iЙ

“
●8重話 ●『鶴 tSi墜整菫麟_

透麟鈴(6が2)



mj哺由u東 青tば:餞 stm"m ttt雷 雪師讐n音響簡9軍 師m目 |‐ 議音jttt=n“ 露壼∫螢懸1麟 喬

【儀尋露ξtttFn去 域話 椰 t,表 薔覆簡ξ 繁彗瀬12響職 砕ljtボ鶴 ts｀ :｀ 2■び風ハ ぶ bOb9 2僣 12番 目I薔ibObb】

f● :in鮨●8“織確mmittf撻 苺fi籐 21■∫簡 CL■ 鋤 ξ
"t,贅

事由 ξ
“
tFa音督由

tn?arfioiei*ry.ntr12te 13 49,330 1uJ S

rniarfi 1 2ieiettg.nts t aie 11 99`6601往
'S

rr&e*1fi I gie?ec tg=nua+ie 18 1491490 ttij毬

ts8 rufi z +ieiettgn ts 3 9i= 24 199,3201はjS

*fr arfi : cie?*tg'n ts 3 6Ie 249:150 1ujS

*fizufilglet*t1+rts+zie 86 298′ 9801ほJS

*fi erfi +:tetstfl'rr s+gie 42 34318101Lむ S

teE zufi +g[siettlj'n ts :q[e 4さ 398ィ 640 it」 日

tr$e,rfi sqieietrg.n s 6oi= う4 448.470tしjS

trErtlfigota 60 4987300 ibjS

n"ざ 仁 0 t=, ,` 曽 ふ 」

“
`=:

撻 t2 ふ」.績 餞nf管 定 ■2督 Sn 農 n い otコ 9

F↑1龍nt2f

餡 建 露 害 ,■ 1蟄

曇零s ξtttFn■ ぎ諸質̀節 trJl目 m‐

“
麟喘s JttlF和 員m自働きj墨撼醸

“
8言 j薔 忌彗撻督毬8'イ2■議勲j

還 絡 町 :tm“ い 露 管 職 箇 麟 由き jtt t麟 壼 胡 露 層 郎
・

j尋 む mn護 錬 撻 il貯 饉 :

」電s ξ81F和 去寧由師 tinせ鍾簡f銹寧綸電2「職ン16Ч S電
=唇

Fl l麟 b00b¥首 ぶ言亀Jt膏 腋 tgitttin e Jf

還詢着 彗 ■∫tFl■ t郎 鶴` 蘊 重 ご寧 Sゞ ■ 露 Ч

電露 Ittnit斃彗封 懸 薦 |`

JFt,a轟彗由

僣警露gtttFa持
,額薗

ilHnUゼ満:い1剛町:

・ヽ 画ヽむ綸堵箇識

め薔」` 錯
1百

おist彗ふ』

響bOu● 2館

t=言躍響uOb9

$EegFilqrh'Sn ii
Lrr't tJE Fitrr Brtt :

trr nru.$igtn ar

,fi ts JL,r* SJr. { E rs r.rl

gllorsd srU

t=薔
=、

餞ヽ 騎all〕 G

僣電認ξHIF■ 絲亨田面

ul自
U彎言セn‐ 8J師 :

1■1側utticmm

論薔j騒戯顆 撻 9`1V紬

學じ00薗 縫鰤

i=iig1 EiLr'lc9G

rtee9xlua*rparu

Lrfirjq'fitjrcrtu:
rnaru.$iqmet

dlrJixri gitals*re.tt

&illeosnl 9n,

i=Hgt qrL:'rO913

僣1=gttTa治 囁壼N

I}n薔覆獄ヨ
=j壼

:

101側 じ` :籠mm

n● j撻譜爾綸抱 1● 帥

こ1む oob堂 繭

iEil gr ti:t9c9fl

rc6url6lelxq3ru 1;Ye ■9ヽ _62iヽ こ」S 1き ,3■ 1ヽ嘉
‐
自 49.0201は

'電
49.4■ 0ヽにjS 48,730'こ=:=

irB r.l fi t :I=itirgnr u : 8Ie 39210'議 j密 98,460ヽ こゴ審 93.040ヽこ■日 98.940ヽ は
'=

97.569ヽ は」露

retufir gl.etxrgnu24Ye 14=361ヽはメ零 14ア 690ヽα」餞 117,0601睡
'電

143.4101はゴ= 146.340ヽ こ」露

ir6 r,l fi 2+IEtti igt'r u 3 6le 1,1130ヽα」日 19,6.C'20ヽ uj嗜 196.0301はゴ営 197.330,巨」議

16urlSoleimrlnr u 36ie E4S100 te瀬 電 2461501ヒ菫鐘 245,100ヽ に」鶏 247.350ヽ 肛∫霜 243,900ヽ tS S

rdrufr.r6tg 297.710 itij露 295.330'巨 J麟 294.120ヽ こ百磨 296.3201は
'電

292,680ヽ =J零

30

195.120ヽ こゞ 自



厚生年金被保険者の脱退一時金の支給                 m ml電 署j

・ 日本国籍を有しない方が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(日 本国内に住所を有しな

くなつた日)から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

日 厚生年金保険料を 6月 以上支払い、年金 (障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない方が対

象になります。なお、この給付は課税の対象となります。⇒P2ヘ

《脱退一時金の支給額の計算》

厚生年金被保険者期間の最終月 (資格喪失した日の属する月の前月)及び被保険者期間の月数に応じて

以下のとおり計算されます。

※脱退一時金の支給額の計算方法に関する法令の改正が行われ、2021年 4月 より支給上限月数が旦Q二星

(3年 )から60月 (5年 )に引き上げられました。

この見直しは、厚生年金被保険者期間の最終月が
"21盤

二月以降となる方が対象となります。

厚生年金被保険者期間の最終月が 3 の つ 36 3 を上限

として支給額が計算されます。

○最終月が 2021年 3月 以前であれば、36月 (3年 )を上限として支給額を決定

資格取得 :20164.1 資格長失 :2021.4.1

喪矢日から2年以内
請求

被保険者A

.|=・
 1

○最終月が 2021年 4月 以降であれば、60月 (5年 )を上限として支給額を決定

資格取得 :20166.1 資格喪失 :202151

栞失Rか ら2年 以内

じ

36月 を上限
なして支綸

請求
被保険者B

《計算式》

脱退一時金支給額

=被 保険者であった期間の平均標準報酬額
**X支

給率 ((保険料率
辮X1/2)

X被 保険者期間月数に応じた数)*罐謎菫全国製塑墾1駐塾歴聾」二⊥≧文進L奎1主、込2垂≦2塾塑壺 L)

最終月が2021年 3月 分

厚生年金被保険者期間 (60月 )

厚生年金被保険者期間 (60月 ) ●

“

月を上猥
として支輸●

最終月が2021年 4月 分



厚生年金被保険者の脱退一時金の支給

<*支給率>

◎最終月が 202 1年 4月 以降の場合

<**翌均標準担酬額>

◇ 厚生年金保険被保険者期間の全部が 2003年 4月 以降の方

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計
平均標準報酬額 =

全被保険者期間の月数

◇ 厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が 2003年 3月 以前の方

2003年 3月 以前の被保険者期間の 十
2003年 4月 以降の被保険者期間の

各月の標準報酬月 Xl.3 各月の標準報酬月額標準賞与額の合計

Jヽ1ふJl■2`

厚年被保険者期間月数 支給率計算に用いる数 支給率

6月 以上 12月 未満 0.5

12月 以上 18月 未満 12 1.1

18月 以上 24月 未満 18 1.6

24月 以上 30月 未満 24 2.2

30月 以上 36月 未満 30 2.7

36月 以上 42月 未満 36 3.3

42月 以上 48月 未満 42 3.8

48月 以上 54月 未満 48 4.4

54月 以上 60月 未満 54 4.9

60月 以上 60 5.5

厚年被保険者期間月数 支給率計算に用いる数 支給率

6月 以上 12月 未満 0.5

12月 以上 18月 未満 12 1.1

18月 以上 24月 未満 18 1,6

24月 以上 30月 未満 24 2.2

30月 以上 36月 未満 30 2.7

36月 以上 36 3.3

平均標準報酬額 =
全被保険者期間の月数

<辮堡険料率>

最終月が 1月 ～8月 の場合、前々年 10月 時点の保険料率が適用されます。

最終月が 9月 ～12月 の場合、前年 10月 時点の保険料率が適用されます。
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Myanrna Foreiqn Trade Bank

Myanma lnvestment and Commercial Bank

Co-Operative Bank Ltd.
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記入上の注意

請求書の 1～ 6に ついては必ず記入してください。

記入のない場合は請求書をお返しする場合があります。

①「4.請求者氏名、生年月日及び住所」及び「5,脱退一時金振込先口座」は、アルフアベット大文字で記入漏れの

ない ようお願

②「6.年金手帳の記載事項」の基礎年金番号欄には年金手帳に記載されている基礎年金番号、各制度の記号番号

欄には今まで加入したことのある年金制度の年金手帳の記号番号を転記してください。

③「日本年金機構記入欄」は、記入しないでください。

④「年金手帳の基礎年金番号及び年金手帳の記号番号」は、後日あなたが照会するときに使用しますので、請求

書を提出するときは必ず番号を控えておいてください。

⑤基礎年金番号がわからない場合は、16ペ ージの履歴欄を記入してください。
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(日 本国内から送付する場合も送付先は同 じです。)
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Japan Pension lService (FOreign Business Group)~  3‐
5‐24,TakaidO‐niShi,Suginanli‐ Ku:
Tokyo168-8505  JAPAN

〒168‐8505東京都杉並区高井戸西 3丁目 5番 24号
日本年金機構 (外国業務グループ)

TEL.+81-3口 6700-1165
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